
令和８年４月３０日  

 

 下水道利用者の皆様へ 

 

湯川村産業建設課長  

 

下水道に異物を流さないでください 

 日頃から、下水道（農業集落排水）事業へご理解ご協力をいただき心よ

り感謝申し上げます。 

４月１０日に、佐野区内にあるマンホールポンプで、マンホールポンプ

に異物が詰まり機能停止する事態が確認され、他にも同様の事案が近年

多数発生しております。 

 今後も続くようですと機械が故障し、マンホールから汚水があふれる

事態になる可能性も考えられます。 

 このような事態を防ぐため、下水道、特にトイレにはトイレットペー

パー以外の異物（ティッシュ、おしりふき、ナプキン、便座クリーナー、

紙おむつ、ペット用トイレシートなど）を流さないようお願いします。 
 
 

≪つまりの原因となった異物≫ 

 
 

 

 

【担当：産業建設課建設係 主事 齋藤 丈 電話 0241-27-8850】 
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